
川崎西部地域療育センターの開所 

（平成 2２年４月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜議会での審議経過と市の取り組み＞ 

【平成１９年第５回定例会（１２月）】 

本市は障害者を援助する専門家が少ないため、地域療育センターの機能が十分で

ないとの声があります。現在進められている西部地域療育センターの設置により、

この声に応えられるのでしょうか。  

 

西部地域療育センターでは、専門医の配置など専門機能の強化を考えています。

また基本業務として、これまでの地域療育センターの事業に加え、発達障害（※２）

への支援も検討しています。 

 

【平成２１年第２回定例会（６月）】 

本市は現在、市内１カ所で発達相談支援センター（※３）を運営しています。この

支援センターの特徴は、専門医に相談できることです。教育現場からは年々、発達

障害を持つ児童生徒の増加が聞かれ、支援センターの役割も重要度を増しています。

市内で第２の支援センターが必要ではないでしょうか。 

  

増大する発達障害に関する相談支援に対応するため、西部地域療育センターや中

原区井田に新たに開設する予定の中部地域療育センターにおいて、発達支援機能を

強化し、より身近な地域で相談支援を提供できる体制を整備していきます。 

質 問 

答 弁 

川崎市では、障害児や発達に不安のある児童に対する相談、診察、訓練など総合的療育サー

ビスをこれまで市内３カ所の地域療育センター（※１）で行っていましたが、相談件数が年々

増加し、迅速な対応が難しい状況になっていました。また、専門的な療育を希望し、地域療育

センターへの通園日数の増加を要望する保護者もいましたが、利用希望者が増加していること

もあり、これまで以上に通園日数をふやすことが難しい状況にもなっていました。 

こうした状況に対応し、さらに通園時間の短縮により児童にかかる負担を軽減するため、市

内で４カ所目となる川崎西部地域療育センターを宮前区に開設することになりました。 

質 問 

答 弁 



取り組みとしては・・・ 

４・５歳児の身体障害児クラス・知的障害児クラスともに週５日の通園を実施しました。

【西部地域療育センター内の様子】 

 

 

 

 

 

取り組みとしては・・・ 

宮前区平地区に民設民営（民間事業者が設置・運営）により川崎 

西部地域療育センターを整備することになりました。 

●設置・運営法人 

 社会福祉法人新生会 

●施設の特色 

発達障害児に対する専門的な相談支援機能を強化。児童精神科・神経小児科などの

医師を配置し、投薬や入院などが必要な場合は関係医療機関と連携している。 

●建物概要 

敷地面積 約１，７５０㎡／延床面積 約２，６６１㎡／鉄筋コンクリート３階建て

●施設機能 

指定知的障害児通園施設・診療所（保険医療機関）・地域支援事業 

●スタッフ 

医師（児童精神科・神経小児科・小児科・整形外科・リハビリテーション科・耳鼻 

咽喉科）、看護師、ケースワーカー、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、臨床 

心理士、保育士、管理栄養士など 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２１年決算審査特別委員会（９月）】 

新たに西部地域療育センターを設置することにより、療育

センターの充実が期待できますが、４・５歳児が週５日通園

することはできるようになるのでしょうか。 

 

療育センターの支援の充実を検討しており、今後、利用ニ

ーズ等を勘案しながら、通園日数など、より適切な支援を提

供できるよう検討していきたい。 

 

 

 

 

 

質 問 

答 弁 



 

 

 

地域療育センターでは、障害のある、またはその疑いのある子どもの成長や発達について

の相談を受け、情報の提供や診療、子どもに合わせた療育支援を行っています。 

 

【対象地域】 

宮前区の全域と多摩区の一部地域 

【対象児童】 

１８歳未満の児童 

【開所時間】 

平日（月～金曜日） 

午前８時３０分～午後５時 

【交通アクセス】 

武蔵溝ノ口駅（溝の口駅）、登戸駅、宿

河原駅、向ヶ丘遊園駅からバス 

 

川崎西部地域療育センターのホームページ 

http://www.aoitori-y.jp/kwc/index.html 

  

 

 

 

 

 

 

＜用語の解説＞ 
※１ 地域療育センター 

川崎市では発達遅滞、情緒障害、言語障害、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由などの

障害をもつ児童やその疑いのある児童に対して、地域療育センターで療育相談、治療、

訓練、保育、診療などを行っています。平成２２年４月に川崎西部地域療育センターが

オープンするまでは、南部地域療育センター（川崎区）・中部地域療育センター（中原

区）・北部地域療育センター（麻生区）の３カ所で運営していました。 

 

※２ 発達障害 

発達障害とは、脳機能の発達に関係する障害であり、周りから見て理解されにくい障

害です。広汎性発達障害（コミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係

する発達障害の総称。自閉症など）、学習障害（（ＬＤ） 聞く、読む、話すなどの特

定の能力に著しい困難を示す障害）、注意欠陥多動性障害（（ＡＤＨＤ） 集中できな

かったり、じっとしていられないなどの障害）などがあります。 

 

※３ 発達相談支援センター 

発達障害がある子ども（人）への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関。平

成１７年の発達障害者支援法の施行により、都道府県と政令指定都市に設置が義務づけ

られた。川崎市では川崎区に発達相談支援センターを開設しています。 

川崎西部地域療育センター 


